尾道市農村集落多目的共同利用施設に係る指定管理者の候補者の選定について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和８年１月１９日
産業部農林水産課企画調整係
尾道市農村集落多目的共同利用施設の指定管理者（指定管理期間：令和8年4月1日から令和18年3月31日まで）について、次のとおり候補者を指名により選定した。
１　指定管理者候補者

	候補者
	畑多目的共同利用施設運営委員会

	代表者
	代表者　下岡　敏和

	住所
	尾道市木ノ庄町畑２２０６番地１

	指定期間
	令和８年４月１日から令和１８年３月３１日まで

	管理費用提案額
	０円（予定）


【指名選定理由】
(1)当該団体は昭和61年の施設建設からこの間30年以上に渡り、当該施設の管理・運営の実績があり、施設管理を熟知している。
(2)設置目的を含め、主に地元行事に多く利用されており、地元の組織が管理を行うことが最も効率的である。
(3)地域とのつながりがあり、運営の核を担うことにより地域の活性化につながる。
２　施設の概要

	所在地
	尾道市木ノ庄町畑２２０６番地１

	施設の設置目的
	農業の振興と農業後継者の育成並びに産業、経済及び文化の向上を図るため。

	現管理方法
	指定管理（指定管理者：畑多目的共同利用施設運営委員会）


３　尾道市農村集落多目的共同利用施設指定管理者選定状況

事業計画書、収支計画書ほか関係書類を審査し、かつ上記から、「畑多目的共同利用施設運営委員会」はすべての要件を満たし、設置目的・指定管理方針に沿った管理運営を行うことが可能であり、適正であると判断した。
